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「経済成長戦略大綱」関連予算の重点 

 

平成１８年８月 

経済産業省 

 

 

 我が国経済は、豊かで強く魅力ある日本経済の実現に向け、「新たな挑戦

の 10 年」を迎える。政府は、その実現に向けて、成長力・競争力を強化す

る取組により、改革の先に明るい未来があることを示す必要がある。 

 

政府は、歳入・歳出一体改革と車の両輪をなすものとして、本年７月に、

「経済成長戦略大綱」をとりまとめ、我が国経済の成長力・競争力強化に向

けた改革の継続について、具体的な工程を示した。経済産業省では、その

とりまとめ府省として、大綱を一行たりとも疎かにせずその実現を図るため、

平成１９年度概算要求においても、必要な予算措置を要求する。その取組

の重点は、次のとおり。 

 

 

① 新たな市場を開拓するイノベーションの創出 ・・・・・・・・・・・ P2 
② アジアとの共生・発展    ・・・・・・・・・・・ P6 
③ IT及びサービス産業の生産性の向上  ・・・・・・・・・・・ P8 
④ 地域・中小企業の活性化    ・・・・・・・・・・・ P10 
⑤ 「人財立国」の実現など経済・社会基盤の整備 ・・・・・・・・・・・ P12 
⑥ 資源・エネルギー政策の戦略的展開  ・・・・・・・・・・・ P14 
 

 

 

  （参考） 「経済成長戦略大綱」関連予算の総額 

「経済成長戦略大綱」実現関連予算 総合計  １０，０９３億円 

うち一般会計 ２，１１８億円 

うち特別会計 ７，９７４億円 

「経済成長戦略推進要望」予算  小 計      ３６３億円 
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注）以下、金額に特に記載のない事業は、一般会計事業 

（★）印は、「経済成長戦略推進要望」として要求する事業 

 

１．夢のある商品・サービスの創造につながる研究開発 

 

（１） 次世代知能ロボット（★）          ２１億円（ 新 規 ） 

認識・学習・判断を自律的に行う次世代ロボットを開発し、様々な産業における

生産性の向上、少子高齢化社会における国民生活の質の向上を図る。 

 

（２） 次世代航空機（★）    一般会計  ２０億円（  ５億円） 

       石特会計  ２２億円（ １９億円） 

民間航空機の需要拡大が見込まれる中、環境面に優れた次世代の国産航空機

の全機開発に必要な要素技術の研究開発を行い、新規産業の創出を図る。 

 

（３） 新世代自動車等向け電池    石特会計 ２４億円（ 新 規 ） 

        電特会計 ２６億円（  ８億円） 

新世代自動車等の実現に向け、圧倒的な容量と過酷な使用環境に耐える次世

代電池システムを開発し、エネルギー利用効率の高い交通システムを実現する。 
 

科学技術創造立国の実現に向け、科学技術の振興によるイノベー

ションの創出を促進し、我が国経済の生産性向上と拡大に結びつけ

る。 

このため、成長の起爆剤となるようなテーマを中心に、新たな市

場を開拓する技術開発を重点的に推進する。 

また、その実践過程において、大学、公的機関、産業界、政府が

連携し、研究から市場へ、市場から研究へと双方向で鋭い軸が通る

ような仕組み（「イノベーション・スーパーハイウエイ構想」）の構

築を進め、我が国のイノベーションを促進し、豊かで強く魅力ある

日本経済を実現する。 

 

一般会計        ７１６億円 

うち「経済成長戦略推進要望」   １６５億円 

特別会計      １，８５０億円 

Ⅰ．新たな市場を開拓するイノベーションの創出 
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（４） がん対策等先進医療技術（★）          ２８億円（ 新 規 ） 

先端バイオ技術を活かした画期的な創薬、切除最小限の手術を可能にする医

療機器開発等について、多様な技術を融合し医療現場へ円滑に届ける「橋渡し研

究」を促進し、がん患者の５年生存率の２０％向上など、健康で長生きする社会を

実現する。 

 

２．異分野の知識・技術の融合を促す研究開発 

 

（１） 循環社会構築型光触媒産業創出プロジェクト（★）   １２億円（ 新 規 ） 

光触媒技術とナノテクの融合により、環境浄化・省エネ型新材料を開発し、世界

随一のエコマテリアル産業を創出する。 

 

（２） 異分野異業種融合ナノテクチャレンジ（★）      ２０億円（ 新 規 ） 

  異分野・異業種間の垣根を越えた様々な連携等を活用して、ナノテク研究を応用

分野と結びつける研究に集中的に支援を行い、新産業を創出する。 

 

（３） 希少金属代替材料開発（★）     １４億円（ 新 規 ） 

ハイテク製品の製造に不可欠で、世界的に需給逼迫が懸念されるレアメタル等

金属資源の代替材料開発を強力に促進する。 

 

３．未来の情報化社会の基盤を支える技術の開発 

 

○ 情報大航海プロジェクト（★）     ５０億円（ 新 規 ） 

人名、地図、風景、科学技術情報、観光情報などあらゆる情報（コンテンツ）を日

本中・世界中から自由に探し出し解析するための次世代情報（コンテンツ）アクセ

ス技術を開発する。 

    

４．イノベーションを加速化させる研究開発関連活動の促進と環境整備 

 

（１） 研究開発プログラム （※）経済成長戦略推進要望事業を含む 

一般会計    ５９７億円（   ３９９億円） 

石特会計 １，４５３億円（ １，４４５億円） 

電特会計   ２８５億円（   ３４６億円） 

 「技術戦略マップ」を活用して政策目標と実現シナリオを産学官で共有した上で、

研究開発支援と市場への導入支援、標準化等の関連施策とに一体的に取り組む

（「研究開発プログラム」）ことによって新産業の創出を促進する。 
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（２） イノベーション実用化補助金             一般会計  ８７億円（ ６１億円） 

石特会計  ２７億円（ ３８億円） 

民間、大学等が行う優れた先端技術の実用化開発に対し、技術が新たな価値

創造（イノベーション）に結びつくよう成果が戦略的に経営で活用されること（知的

資産経営）を審査の際に考慮して、支援を行う。 

 

（３） 知識融合支援（インテレクチャル・カフェ）事業    ２億円（ 新 規 ） 

イノベーションの契機となるような「知識の融合」（技術と経営、異分野間の技術

等の融合）を生む場（インテレクチャル・カフェ）の形成に向けた普及啓発活動や、

その利用拡大に向けた環境整備に取り組む。 

 

（４） 国際標準化の推進、計量標準の整備              ２８億円（ ２５億円） 

戦略的研究分野において官民が連携して国際標準化を推進するとともに、国が

中心となって研究成果の評価等に必要な計量標準の整備を進める。 

 

（５） 迅速かつグローバルな知的財産権の取得及び保護強化 

一般会計   ２億円（  ２億円） 

特許特会 １１１億円（ ３９億円） 

研究開発の成果を速やかに権利化するため、先行技術調査の強化等により、

世界最速の特許審査の実現を図るとともに、模倣品対策などの知的財産保護を

強化する。また、「模倣品・海賊版拡散防止条約（仮称）」の早期実現を目指す。 
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参考：イノベーション・スーパーハイウェイ構想 

科学技術創造立国の実現に向け、イノベーションを創出する仕組みを強

化するため、①双方向の知の流れの円滑化、②異分野の融合、③出口

（価値創造）との効果的なつながりの構築を推進する。

経済成長・
国際競争力

＜研究と市場の間の好循環＞

研究開発

成果を
挙げる

需要に
つなげる

産業として
市場展開

双方向の
知の流れ

異分野融合
垂直連携

実用化

市場化

特許
標準化

経営の視点
からのニーズ

○国の役割
・技術戦略の方向を示す
・呼び水＝成功物語を作る
・革新技術開発をリードする
・障害を取り除く
・多様な関係者をつなぐ

＜研究と市場の間の好循環＞

研究開発

成果を
挙げる

需要に
つなげる

産業として
市場展開

双方向の
知の流れ

異分野融合
垂直連携

実用化

市場化

特許
標準化

経営の視点
からのニーズ

○国の役割
・技術戦略の方向を示す
・呼び水＝成功物語を作る
・革新技術開発をリードする
・障害を取り除く
・多様な関係者をつなぐ

《イノベーション・スーパーハイウェイ》

市場から研究を見据
え＝幅広い技術シー
ズに遡り、事業とのつ
ながりを意識した研究
戦略

科学
（Ｓcience）

大学・公的研究機関 企業

①科学－技術－事業をつなぐ双方向の知の流れの円滑化
例：企業への産学連携助成、関係省庁・機関との連携強化、制度見直
し、制度運用の柔軟化、

知の創出

③出口とのつながりを付ける
例：実用化開発の強化、国際標準化、
計量標準等

技術戦略マップ

研究部門 事業部門

事業・経営
（Business/Management）

工学

理学

農学

医学

薬学

②異分野の技術の融合・連携（垂直・水平）
例：医工連携、異分野研究者・経営者による知識の
融合への支援

技術
（Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）

将来的な活用に
関するイメージ
を持った基礎・
基盤的研究開発
の実施・展開

新産業の創出
産業基盤構築

高度情報通信
社会への対応

環境・エネルギー
問題への対応

健康・福祉

安全・安心 等

標
準

特
許

市
場

標
準

特
許

市
場知の創出
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注）以下、金額に特に記載のない事業は、一般会計事業 

（★）印は、「経済成長戦略推進要望」として要求する事業 

 

１． コンテンツ産業の国際展開とアジア等との連携強化 
 

（１） 国際コンテンツカーニバル（★）     ２０億円（ 新 規 ）  

映画、アニメ、ゲーム等のマルチコンテンツを総合的に発信するため国際コンテ

ンツカーニバルを開催。国際的な人材交流・育成の促進、コンテンツ・ポータルサイ

トの活用等によるネットマーケット整備、地域振興との連携等により、我が国にアジ

アにおけるコンテンツ産業の拠点を構築する。 

 

（２） 東アジア OECD 構想（★）     １５億円（ 新 規 ）  

東アジアにおいて、ＯＥＣＤのような政策提言・調整機能をもつ国際的体制を構

築するため、その第一歩として域内の共通課題について調査・分析・政策提言を

行う「東アジア・アセアン経済研究センター（仮称）」を設立する。 
 

（３） 東アジア等における EPA の促進     １４億円（ ８億円） 

東アジアにおける経済統合をリードしていくため、人材育成や制度構築ノウハウ

の移転等に積極的に貢献することを通じ、戦略的な経済連携（ＥＰＡ）を積極的に

推進する。 

 

２． アジアとの分業の高度化・共通の産業基盤整備 

 

（１） 国際物流力の強化         一般会計 １３億円（ １２億円） 

石特会計  ８億円（  ７億円） 

アジア規模で、国の枠を越えた切れ目のない物流圏を構築するため、本年８月

急成長を遂げつつあるアジア諸国の活力（ダイナミズム）を取り

込み、我が国経済が世界経済とともに成長する新たな産業構造を構

築する。このため、東アジアにおける経済統合の推進、東アジア共

通の産業基盤整備などに取り組む。 

 

一般会計        ２８９億円 

うち「経済成長戦略推進要望」   ３５億円 

特別会計         ５２億円 

Ⅱ．アジアとの共生・発展 



                       7

に官民挙げて「国際物流競争力パートナーシップ会議」を設立し、アジア域内にお

ける電子タグの利用促進など具体的な行動計画を策定、実行に移す。 

 

（２） 東アジア共通の産業基盤整備      １５５億円（ １３３億円） 

経済協力の戦略的活用や官民挙げての緊密な連携により、東アジア規模の経

済活動を支える物流・産業インフラ整備、制度構築、産業人材育成を進める。 

（３） 中小企業の国際展開支援        ４０億円（ ３３億円） 

国際事業展開に向けた情報提供・アドバイスの充実や展示会の実施、輸出アド

バイザーの充実、現地企業における技術・管理人材の育成を図る。 

 

（４） ジャパンブランドの確立・発信             １６億円（ １０億円） 

我が国中小企業等による世界に通用するブランドの創出・確立を目指す取組に

対し支援を行う。 

 

（５） 対日直接投資の促進         １４億円（ １０億円） 

地域の投資関連情報を整備したウェブサイト（「対日投資ナビ（仮称）」）の

構築やトップセールスの活用等を通じて、海外からの投資の戦略的な誘致活

動を行う地域への支援、内外への積極的な情報発信を強化する。 

 

３．途上国等への貢献と成長の促進 

 

（１） 国際版一村一品の推進 （★）         ３億円（その他に関連予算７億円） 

開発ラウンドを成功に導き、貿易を通じた開発途上国の発展を支援するため、

アジア、アフリカ等の国々における特色ある産業・産品への支援事業を戦略的に

行う。（他に、途上国協力事業、貿易振興事業等からも７億円程度支出） 

 

（２） カタールなど産油国との関係強化        石特会計 ９億円（ １０億円） 

中東等産油国からの要望が高い、投資、人材育成等の支援事業を行う。  

 

（３） 「アジア・省エネルギー・プログラム」の戦略的実施 

 石特会計 ３５億円（ ３７億円） 

アジア諸国への省エネ協力を抜本強化する「アジア・省エネルギー・プログラム」

の実施により、省エネ法制度や省エネ基準・ラベリング制度の構築・運用支援、我

が国企業の優れた省エネ機器・設備の普及などを推進する。 

 



                       8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）以下、金額に特に記載のない事業は、一般会計事業 

 

１． ＩＴ及びサービス産業の生産性向上運動の促進 

 

（１） 中小企業をはじめとするＩＴ活用による経営革新の推進    ６億円（  ５億円） 

ＩＴ経営の導入・高度化に取り組む地域の中小企業等を支援するＩＴ経営応援隊

活動を強化する。また、ＩＴ経営力指標やＩＴ経営百選等によるベストプラクティス事

例の収集・普及、経営者等を対象とした研修プログラムの開発・普及などを通じ、Ｉ

Ｔ経営の実践に向けた環境整備に取り組む。 

 

（２） サービス産業生産性向上活動への支援       ２３億円（ 新 規 ） 

産学官による「サービス産業生産性協議会」を設立し、新しい時代のサービス産

業生産性向上運動を展開する。また、サービスの生産性に関する研究の拠点とし

て「サービス研究センター」を構築し、学術分野横断的な研究を促すほか、制度的

な課題の解決や新たな技術の活用において先端的な事例を切り開く事業への支

援、高度専門人材の育成など、サービス産業の生産性向上に向けた総合的な取

組を行う。 

 

２． 生産性向上の基盤となる技術・環境の整備 

 

（１） IT 革新を支える産業・基盤の強化      一般会計 １１８億円（  ８７億円） 

石特会計 １２４億円（ １７０億円） 

モノ作りやサービス業を支える信頼性の高いソフトウェアを効率良く開発する手

我が国経済の生産性を構造的かつ飛躍的に向上させるため、業

種・業態の壁を越え、ITの戦略的な活用を促進する。同時に、そう

した活動を支える産業・技術的基盤の強化を実現する。 

また、我が国経済の生産性向上と拡大に向け、日本経済の７割を

占めながら、生産性向上で遅れているサービス産業の革新を進め、

製造業と並ぶ「双発の成長エンジン」を得る。 

 

一般会計  １９０億円  

特別会計  １２４億円 

Ⅲ．IT 及びサービス産業の生産性向上 
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法を確立するとともに、国際標準化を見据えつつ信頼性の高い組込みソフトウェア

の開発を支援する。次世代半導体に関する研究開発、ディスプレイやネットワーク

などの情報家電分野における研究開発、情報システムの統合を効率的かつ安全

に実現する技術（セキュア・プラットフォーム）の開発などを推進する。 

注） 研究開発事業については、一部再掲。 

 

（２） 情報セキュリティ対策の推進     ４０億円（ ３８億円） 

コンピュータウイルス等の脅威を早期に検知し対応するための早期警戒体

制の整備、信頼性の高いＩＴ製品の認証などの技術的対策の強化、情報セキ

ュリティ管理体制に係る監査の普及など管理面での対策強化、一般利用者等

への普及啓発活動に取り組み、安全・安心なＩＴ利用環境を実現する。 
 

（３） サービス統計の抜本的拡充                       ３億円（ ２億円） 

サービス産業の生産性向上に資するため、サービス産業に関連する統計の対

象業種の大幅拡充等を行うなど、関連統計の整備を進める。 

 

 

第一段階
情報システムの導入

第二段階
部門内最適化企業群

第三段階
組織全体最適化企業群

第四段階
企業・産業横断的最適化群

「部
門
」の
壁

「企
業
」の
壁

情
報
シ
ス
テ
ム

の
導
入

情
報
シ
ス
テ
ム
を

部
門
内
で
活
用

情
報
シ
ス
テ
ム
を

「部
門
を
超
え
て
」

企
業
内
で
最
適
に
活
用

情
報
シ
ス
テ
ム
を

取
引
先
・顧
客
等
関
係
者
も
含
め

「企
業
を
超
え
て
」最
適
に
活
用

６％ ６８％ ２４％ ２％
（※ 米国で４１％） （※ 米国で１１％）

出所：経済産業省「ＩＴ投資促進税制に関するアンケート調査」（平成１７年８月）、ガートナー「ＩＴ投資動向に関する海外調査」（平成１７年８月）  

 

我が国では、まだ７０％以上の企業が、部分最適化段階にとどまる。「部門」

の壁を乗り越え、業務改革と連動しながら、全社的に、若しくは、企業・業界

横断的に、ＩＴを利活用する段階（「全体最適化段階」）へと、ＩＴ経営を進め

ることが、我が国生産性の向上には欠かせない。 

参考：IT 経営のステージ 
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注）以下、金額に特に記載のない事業は、一般会計事業 

（★）印は、「経済成長戦略推進要望」として要求する事業 

 

１．地域資源を活用した中小企業の活性化 

 

（１） 「地域資源活用企業化プログラム」の創設（★）  １０３億円（ 新 規 ） 

地域の自立発展を応援するため、地域資源（産地の技術、農林水産品、伝統文

化等）を活用した新商品・新サービスの開発・販売を強力に後押しする。 

 

２．地域産業・中小企業の高度化・活性化 

 

（１） モノ作り中小企業の高度化支援    １３３億円（ ７１億円） 

「中小ものづくり高度化法」（本年６月施行）に基づき中小企業と川下産業の連携

による研究開発を支援するなどの施策を総合的に展開し、高度部材・基盤産業を

支えるモノ作り中小企業を支援する。 

 

（２） 産業クラスター計画等の推進     一般会計 １５２億円（１６２億円） 

石特会計  ５５億円（ ７２億円） 

産業クラスター計画第Ⅱ期（平成１８～２２年度）の５年間でクラスター活動を通

じた４万件の新事業の創出を目指し、プロデューサーの配置等によるネットワーク

機能の強化を図り、また、産学官連携による実用化技術開発等を推進する。 

 

（３） 知的財産の活用の促進     一般会計  １億円（  １億円） 

特許特会 ２５億円（ １２億円） 

「地域知財戦略本部」の推進、個別相談の実施、知的財産権取得の支援等によ

り、地域・中小企業等の知的財産の活用を促進する。 

経済状況や成長力の回復に遅れが見られる地域や中小企業の活性

化に思い切って取り組む。このため、「地域資源活用企業化プログ

ラム」を創設し、地域発の新たな市場創出に取り組むとともに、地

域経済と雇用の大宗を支える中小企業の活性化、中心市街地活性化

などに取り組む。 

一般会計          ７４３億円 

うち「経済成長戦略推進要望」 １０３億円 

特別会計  ８０億円

Ⅳ．地域・中小企業の活性化 
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３． 魅力あふれるまちづくり、商店街や小規模・零細企業の振興 

 

（１） まちづくりの推進と商店街の振興   １３７億円（ ９８億円） 

コンパクトでにぎわい溢れるまちづくりを進めるため、本年５月に成立した改正

中心市街地活性化法に基づき、中小小売商業者等による意欲的なまちづくり活動

を支援する。また、地域コミュニティの「顔」である商店街を活用し、少子化や就業

機会創出等の地域経済の課題に対応する。３年間で１００のモデル的な商店街の

確立を目指す。 

 

（２） 小規模・零細企業の振興       １１７億円（ １１２億円） 

地域経済・社会の活力の源である小規模・零細事業者に対して、身近な経営面

の相談窓口の強化やＪＡＰＡＮブランドの確立など経営革新の指導・支援、円滑な

資金調達環境の確保等、経営力の強化を図る。 

注） 一部再掲事業を含む。 

 

（３） 地域ぐるみによる産業観光等の魅力向上支援    ６億円（ 新 規 ） 

「地域ぐるみ魅力向上計画」の策定に対する支援、中でも特に優れた計画につ

いては、その実施の一部を補助することにより、地域の観光資源の特性を活かし

た地域ぐるみの魅力向上に向けた取組を推進する。 

 

４． 地域・中小企業の再生・再起業支援など 

 

（１） 中小企業再生・再起業の推進と事業承継の支援   ５９億円（ ３１億円） 

これまで１，０００件を超える再生計画をとりまとめた中小企業再生支援協議会

を一層充実させるとともに、新たな事業に再挑戦する者を支援するため再チャレン

ジ支援相談窓口を設置する。また、事業承継協議会の検討成果等を踏まえ、情報

提供等を行う支援ネットワークの構築など事業承継に対する総合的支援を行う。 

 

（２） 少子高齢化に対応し、地域活性化に資する事業への支援 ３６億円（ ２５億円） 

少子化時代に対応した経営支援や高齢者のための事業環境の整備、各地域に

おける中小企業と若者との相互理解の促進などにより、女性、高齢者、若者を活

かした中小企業の事業展開を支援する。また、地域で活躍する起業家人材の育成

やコミュニティビジネスの経営サポート等を行うＮＰＯ等中間支援機関を強化し、地

域活性化に寄与するコミュニティビジネスを促進する。 
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注）以下、金額に特に記載のない事業は、一般会計事業 

（★）印は、「経済成長戦略推進要望」として要求する事業 

 

１．「人財立国」の実現 

 

（１） 「アジア人財資金（仮称）」構想（★）        ４２億円（ 新 規 ） 

アジアからの優秀な留学生に、日本企業に就職し活躍してもらうため、留学生向

け教育プログラムや日本語教育の充実、就職活動支援、安定した生活環境の確

保等を文部科学省と連携して一体的に行うとともに、アメリカからの優秀な留学生

に対しても同様の支援を行うことによって、アジア等の優秀な人材の受入・交流を

拡大する。 
 

（２）  産学連携による人材育成の強化（★）      １６億円（ ４億円） 

地元企業の技能者等の経験を活かした理科教室づくり（「博士実験教室」）やキ

ャリア教育に取り組むとともに、工業高校への実践的な教育の導入や高専等の場

を活用した技術者の育成を推進する。また、「社会人基礎力」の養成方法の開発・

普及や金融に関する高度かつ実践的な教育プログラムの構築に取り組む。 

 

（３）  製造現場の中核人材の育成                  ２８億円（ ２８億円） 

産学が連携し、製造現場の中核となる人材を育成する実践的教育プログラムの

開発を行う。 

持続的な経済成長には、一人当たりの生産性向上とイノベーショ

ンを生み出す人材の育成が不可欠である。このため、産学連携した

人材育成の強化やアジアの優れた人材の受け入れ促進等による人材

の国際競争力の強化などに取り組む。 

同時に、環境と経済の両立を実現し持続可能な成長をもたらす産

業及び経済構造の確立など、次世代の経済・社会基盤づくりに取り

組む。 

 

一般会計     １１９億円 

うち「経済成長戦略推進要望」  ５８億円 

特別会計         ５５億円 

Ⅴ．「人財立国」の実現など経済・社会基盤の整備 
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２． 環境と経済の両立を実現するための施策の展開 

 

（１） 京都メカニズムを活用したクレジットの取得  一般会計 １８億円（ １７億円） 

                                    石特会計 ５０億円（ ３６億円） 

京都議定書目標達成計画（平成１７年４月閣議決定（平成１８年７月一部改正））

に基づき、途上国等において、我が国企業等が取り組む温室効果ガスの排出削

減事業等により生じた排出削減量等（クレジット）を、政府として費用対効果を考慮

しつつ取得する。また、排出削減事業等の促進により我が国政府が取得可能な 

クレジット量の増加を図る。 

 

（２） 国内温室効果ガス排出削減プロジェクト支援  一般会計 １３億円（ ２億円） 

                                    石特会計  ５億円（ ４億円） 

京都議定書の目標達成のため、国内における代替フロンの排出削減プロジェク

トや、中小企業を含め、事業者が行う温室効果ガス削減事業の支援等を行う。 

 

（３） 環境配慮活性化モデル事業                     １億円（ 新 規 ） 

消費行動をモノの「所有」から、モノの機能に着目したサービスの「利用」（モノの

共同利用等）へ転換させるようなビジネスモデルや、ＮＰＯと企業が連携して行う環

境コミュニティビジネスの創出・普及を図るため、新規性・持続性の高いモデル的

な取組を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
参考：「アジア人財資金（仮称）」構想 

産業連携教育プログラム

アジア等の優秀な若者を留学生として日本に招聘（奨学金等による支援）

充実した日本語教育

日本ビジネス研修

企業インターン

グローバル展開する
日本企業に就職

大学

産業界

日本企業現地法人

ローカル企業

アジアでの人材育成に貢献アジアでの人材育成に貢献

アジアの成長

日系企業の競争力強化

アジアの発展を担う現地企業へ高度人材を供給

※アメリカからの優秀な留学生に対しても同様の支援を行う。

産業連携教育プログラム

アジア等の優秀な若者を留学生として日本に招聘（奨学金等による支援）

充実した日本語教育

日本ビジネス研修

企業インターン

グローバル展開する
日本企業に就職

大学

産業界

日本企業現地法人

ローカル企業

アジアでの人材育成に貢献アジアでの人材育成に貢献

アジアの成長

日系企業の競争力強化

アジアの発展を担う現地企業へ高度人材を供給

※アメリカからの優秀な留学生に対しても同様の支援を行う。  
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注）以下、金額に特に記載のない事業は、石特会計及び電特会計事業 

各項目の予算小計額は、各項目に例示された代表的施策を含む対象施策全体の合計値。 

 

１． 省エネルギーフロントランナー計画      １，３９９億円 

 

（１） 省エネルギー技術開発の一層の推進        ５３０億円（ ５２２億円） 

省エネルギー技術のブレークスルーを目指し、産学官や異なる事業分野の様々

な主体の連携を図り、中長期的視点に立った技術開発を進めるための戦略を定め、

これに基づき、省エネ技術開発に対する効率的かつ効果的な支援を行う。 

 

（２） 住宅・建築物に係る省エネ機器等の導入促進       ２５３億円（ ２５５億円） 

高効率給湯器等優れた省エネ設備機器の導入支援などにより、民生部門の省

エネルギー対策を積極的に推進する。 

 

（３） 産業・運輸部門における省エネ設備等の導入促進    ２９８億円（ ２６０億円） 

産業部門や運輸部門における省エネルギー対策を引き続き強力に支援する。ま

た、高水準にある原油価格の動向も踏まえ、幅広い業種における省エネ投資を、

他省庁との連携の下、きめ細かく支援する。 

 

２．原子力立国計画                １，９００億円 

 

（１） 高速増殖炉サイクル、核燃料サイクル等の技術開発、ウラン資源確保、人材育成

等                                 １７３億円（ １３４億円） 

高速増殖炉サイクルの実証・実用化に向けた技術開発、大学・大学院等におけ

る人材育成支援、海外ウラン探鉱支援事業を新規に開始する。また、次世代軽水

炉開発プロジェクト、現場技能者の育成・技能継承、核燃料サイクルに係る技術開

原油価格高騰をはじめとしたエネルギー制約を克服し、我が国経

済の中長期的な発展基盤を確立する観点から、エネルギー安全保障

を核とした「新・国家エネルギー戦略」（平成１８年５月）等を踏ま

え、資源・エネルギー政策の戦略的展開を図る。 

 

一般会計       ７７億円 

 特別会計    ７，７８３億円 

Ⅵ．資源・エネルギー政策の戦略的展開 
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発に引き続き取り組むとともに、放射性廃棄物対策の研究開発を強化する。国際

面では、アジア諸国の原子力発電導入に向けた支援を拡充する。 

 

（２） 原子力安全・防災・核物質防護対策の確実な推進    ３３７億円（ ３３６億円） 

原子力施設の高経年化対策など原子力安全対策を強化するとともに、広聴・広

報活動を強化する。また、原子力防災・核物質防護対策を的確に行う。 

 

（３） 原子力発電施設等と地域との共生の実現     １，３８３億円（ １，１９７億円） 

原子力発電所、核燃料サイクル施設の立地を積極的に推進するため、立地地

域の自主的・自立的な発展に資する支援を強化するとともに、高レベル放射性廃

棄物の最終処分候補地の選定を促進するための支援も強化する。また、情報の

受け手に応じたきめの細かい広聴・広報活動の効果的・効率的な実施を図る。 
 

３． 運輸エネルギー次世代化計画         ６２４億円 

 

（１） バイオマス由来燃料に係る調査研究・技術開発・実証（運輸部門以外を含む）  

１０２億円（ ７６億円） 

１００％近くを石油系燃料に依存する運輸部門でのバイオマス由来燃料の利用

を促すため、ＥＴＢＥ（エチル・ターシャリー・ブチル・エーテル）の影響等の調査研究

や、ＥＴＢＥやバイオエタノールを混合したガソリンの流通実証及びバイオエタノー

ルの製造技術開発等の支援を実施する。 

 

（２） ＧＴＬ生産技術の実証研究                     ７２億円（ １７億円） 

二酸化炭素を多く含有し、従来経済性の面で利用が困難であった天然ガスの液

化利用を可能とするため、我が国独自のGTL（天然ガスを起源とする軽油等）の生

産技術の実証研究を行う。 

 

（３） 蓄電システムに係る戦略的技術開発・導入促進（運輸部門以外を含む） 

                                   【後掲】 ７７億円（ ２７億円） 

 

４． 新エネルギーイノベーション計画      １，２２４億円 

 

（１） 新エネルギーベンチャー技術革新事業             １０億円（ 新 規 ） 

ベンチャー企業等を対象とした多段階選抜型新エネルギー技術開発を実施する

ことにより、他分野のベンチャー企業等が新エネ事業に対して潜在的に持つ技術

的可能性を顕在化させ、新エネルギー産業の裾野の拡大と活性化を図る。 
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（２） 蓄電システムに係る戦略的技術開発・導入促進        ７７億円（ ２７億円） 

新エネルギー（太陽光、風力発電）の出力安定化やハイブリット自動車・電気自

動車・燃料電池自動車等の新世代自動車普及の鍵を握る蓄電池の圧倒的な低コ

スト化と高性能化を目指し、産官学の連携の下、集中的に研究開発を行う。また、

風力発電施設等への蓄電システムの併設を支援する。 

 

（３） 水素貯蔵材料先端基盤研究                     ８億円（ 新 規 ） 

国内外の研究機関の連携の下、高圧水素貯蔵に比べよりコンパクトかつ効率的

な水素貯蔵を可能とする水素貯蔵材料の性能向上に必要な条件等を明らかにす

ることにより、燃料電池自動車の航続距離の飛躍的向上を図る。 

 

５．総合資源確保戦略                         １，６９５億円 

 

（１） 石油・天然ガス開発企業に対する支援の強化       １３９億円（ １０６億円） 

石油・天然ガスの自主開発の推進・供給源の多様化を図るため、中核的企業を

はじめとする我が国石油・天然ガス開発企業に対しリスクマネーの供給を強化す

る。 

 

（２） 革新的な石油精製技術の開発                  ２７億円（ 新 規 ） 

オイルサンド等非在来型石油の有効活用、原油の重質化や製品需要の軽質化

への対応の観点から、革新的な石油精製技術の開発を促進する。 

 

（３） 鉱物資源の安定供給確保   一般会計 ７７億円（ ６１億円） 

石特会計  ４億円（  ４億円） 

国際競争力上重要な製品に不可欠なレアメタルをはじめとする鉱物資源の安定

的な確保を図るため、探鉱開発に対する支援に加え、リサイクルの促進や代替材

料の開発等総合的な対策に取り組む。 

 

６．緊急時対応策の強化                          １，８６３億円 

 

（１） 国家石油備蓄の推進                 １，５５９億円（ １，５７４億円） 

緊急事態における対応力を高めるために、国家備蓄の機能強化を図る。また、

国家備蓄事業の一層の効率化を図りつつ、引き続きその安全な管理を着実に実

施するとともに、緊急放出訓練等の事業を行う等、緊急時における機動的な活用

が可能な体制を維持する。 
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７．アジアエネルギー環境協力プログラム                   １５５億円 

 

（１） 「アジア・省エネルギー・プログラム」の戦略的実施      ３５億円（ ３７億円） 

アジア諸国への省エネ協力を抜本強化する「アジア・省エネルギー・プログラム」

の実施により、省エネ法制度や省エネ基準・ラベリング制度の構築・運用支援、我

が国企業の優れた省エネ機器・設備の普及などを推進する。 

注） 「Ⅱ．アジアとの共生・発展」と同名項目を再掲。 

 

（２） アジアにおける石炭のクリーン利用、生産・保安技術の普及 

１０５億円（ ８２億円） 

環境調和的な石炭利用の拡大に向けて、石炭ガス化を核としたクリーン・コー

ル・テクノロジーの開発とその国内外への普及に取り組むとともに、我が国の優れ

た石炭の生産・保安技術の海外への移転を促進する。  

 

 

 


